
 

初めてビジネス契約を学ぶ方、新任担当者を対象に基礎から解説 

実務に役立つ「契約」・「契約書」の基礎知識 

 

 

 

 

２０１５年 ５月１９日（火）１０：００～１７：００ 

 企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 
ＴＡＣ名古屋校（名古屋：名鉄バスターミナルビル９Ｆ） 

 ＴＡＣ梅田校（大阪：梅田センタービル５Ｆ） 

丸の内総合法律事務所 弁護士 太田大三 氏 

 

 

 

 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail にてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。後日（開催日１週間
～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 
※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 31ＭＴビル 2Ｆ 
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名古屋・大阪会場は昼食代を含みません 

  

 

1996 年東京大学経済学部経済学科卒業。同年、司法試験合格。97 年、東京大学経済学部経営学科卒業。

99 年、司法修習終了。弁護士登録。2003 年には経済産業省特許庁に法制専門官として勤務。現在、丸

の内総合法律事務所のパートナー弁護士として、企業法務に従事する一方、セミナーでの講師実績も

多数。著書に、「職務発明規程の実務ハンドブック」（商事法務）他多数。 

 
 
 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

４１，０４０円（本体価格 ３８，０００円） 

 ３６，７２０円（本体価格 ３４，０００円） 

 

３９，９６０円（本体価格 ３７，０００円） 

 

１．契約と契約書に関する基礎知識 

  （１）「契約」とは、「契約書」とは何か 

    ①契約とは ②契約書とは 

  （２）なぜ、「契約書」を作らなければならないのか ― 契約書の意味 ― 

    ①証拠としての意味（トラブル予防機能） ②合意の形成・確認手段としての意味 ③事実上の信用性 

  （３）「契約書」の「読み方」 

    ①「契約書」の文言の解釈の基本 ②「契約書」外の事情の解釈 

  （４）契約書の「形式」に関する基礎知識 

    ①形式的記載事項 ②契約書の通数 ③収入印紙 

  （５）署名と印鑑 ― 署名や記名押印の方法は？ 

    ①署名と記名 ②印章（印鑑）の種類、効力 ③契約書における押印の種類 

  （６）【演習】 契約書のチェック≪その１≫  

２．契約書の「内容」に関する基礎知識 

  （１）契約の内容（契約書の記載）は、どんなものでも全て効力を有するのか 

    ①契約自由の原則 ②契約自由の原則の例外 

  （２）契約書の各条項の一般的な構成イメージ 

  （３）当事者の履行すべき内容に関する条項の例 

    ①条項の作り方の基本的な考え方 

    ②よく用いられる条項例（必ず知っておくべき条項例） 

      ・対価の支払条項 ・「目的物を渡す」条項 

  （４）契約の効力の存続に関する条項の例 

    ①契約期間（有効期間）と中途解約を定める条項 ②契約の解除を定める条項  

③反社会的勢力の排除条項（暴力団排除条項） 

  （５）契約（の履行）に問題が発生した場合の条項の例 

    ①期限の利益の喪失を定める条項 ②当事者間の損害賠償について定める条項 

    ③第三者から請求等がなされた場合の当事者間の取り扱いを定める条項 

  （６）一般条項の条項例 

    ①合意管轄を定める条項 ②準拠法を定める条項 ③誠実義務を定める条項 

  （７）【演習】契約書のチェック≪その２≫  

３．具体的な各契約の契約書の作り方・読み方 

  （１）契約書締結のためのヒアリングと、これを踏まえた条項作成 

  （２）契約書のサンプル・書式の利用方法 

  （３）売買契約と売買契約書 

    ①売買契約とは ②売買契約書における留意点 

  （４）業務委託と業務委託契約書（請負型と委任型） 

    ①業務委託契約とは ②業務委託契約書における留意点 

  （５）秘密保持契約と秘密保持契約書 

    ①秘密保持契約とは ②秘密保持契約書における留意点 
 

※当日は、本テーマに関する最新情報を盛り込むため、講義内容・構成に若干の追加・修正が発生する場合がございます。 
※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 
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